
審 議 会 概 要 

 

１ 日時 

平成２４年２月２８日（火） 午前９時５２分から午前１０時２６分まで 

 

２ 場所 

 市役所本館４階 大会議室 

 

３ 審議会出席者 

（出席者） 

  会 長 種 市 美佐男 

  副会長 月 館 秀 明 

  委 員 河 村 修 一 

  委 員 村 上   貢 

  委 員 平 内 平 吾 

  委 員 中 塩 弘 子 

  委 員 小 向 弘 子 

  委 員 船 橋 久 子 

  委 員 吉 田 あや子 

（欠席者） 

委 員 澤 口 政 悦 

 

４ 市出席者 

  市 長    種 市 一 正 

  政策推進部長 米 田 光一郎 

  政策推 進監 中 村 健 一 

基地渉外課長 二ッ森 秀 樹 

  同課長 補佐 田 辺 正 英 

  同課長 補佐 福 田 哲 也 

  同対策 係長 河 村 健 康 

  同渉外 係長 坂 田 佳 子 

  同 主 査 新 堂 基 史 

 

５ 会議内容 

 

基地渉外課（河村）： 

  定刻前ではありますが、準備が整いましたのではじめさせて頂きます。開会前に 

委員の皆様にご報告申し上げます。澤口委員より、本日欠席のご連絡を頂いており 



ますのでご了承願いたいと思います。ただ今から、三沢市基地対策審議会を開会い 

たします。審議会の開催にあたり、種市市長よりご挨拶申し上げます。 

 種市市長： 

  三沢市基地対策審議会の開催にあたり一言ご挨拶を申し上げます。常日頃より、 

種市会長はじめ、審議会の皆様方には、市政運営に対し深いご理解とご協力を賜り 

誠にありがとうございます。衷心より厚く感謝申し上げます。さて、最近の三沢基 

地を取り巻く情勢につきましては、幸いにして、人命に関わる重大な事件、事故は 

無いものの、昨年４月、５月に、飲酒に伴う事件や事故などの不祥事が連続して発 

生したところであります。このような不祥事に対する、市民の皆様方の不安感や不 

信感は計り知れなく、市といたしましても、直ちに米軍三沢基地司令官をはじめ、 

関係機関に、再発防止や教育の徹底について、抗議要請をしたところであります。 

 市民の皆様方には、基地所在に起因する様々な問題が発生する中にあって、国防へ 

 の協力は勿論のこと、当市が掲げる、基地との共存共栄を推し進めるため、過分な 

負担を強いられていることと存じますので、今後におきましても、市民生活に影響 

が及ぶことのないよう、基地に関わる様々な状況の変化を注視しながら、迅速かつ 

適切に対処をして参りたいと考えております。本日は特に、諮問事項はございませ 

んが、事務局より、ここ最近の三沢基地に関わる諸報告等をさせていただきたいと 

存じますので、皆様方のご理解とご協力をたまわりますようお願い申し上げます。 

 結びに、皆様方の今後ますますのご活躍をご期待申し上げまして挨拶とさせていた 

だきます。 

基地渉外課（河村）： 

種市市長は、この後、別の公務出席のためここで退席となります。 

（市長退席） 

基地渉外課（河村）： 

ここで、種市会長には議長席へお移り頂きたいと存じます。 

（種市会長議長席へ移動） 

基地渉外課（河村）： 

引き続き、種市会長よりご挨拶申し上げます。 

種市会長： 

  本日は、審議会を招集したところ、お忙しい中にもかかわらずご出席を頂きまし 

て誠にありがとうございます。ご承知のとおり、当審議会は、市長からの諮問に応 

じ、当市における基地問題を審議するという重要な役割を担っております。本日は、 

市長からの諮問事項は特にございませんが、三沢基地に関する動向について、事務 

局より報告を受けたく、審議会を招集した次第であります。委員の皆様方におかれ 

ましては、新聞テレビ等で基地動向をご承知のことと思いますが、改めて平成２３ 

年度の三沢基地に関わる動きを把握、検証することにより、今後の活動は勿論のこ 

と、微力ながら当市の基地政策の一端を担って参りたいと考えております。最後に 

なりますが、委員の皆様方には、審議会運営にご協力を賜りますようお願い申し上 



げまして私らの挨拶といたします。 

基地渉外課（河村）： 

それでは、三沢市基地対策審議会条例第４条第２項により、本審議会の議長は、 

会長が務めることとなっておりますので、種市会長には、議長をお願い申し上げま 

す。 

 種市会長： 

 それでは、さっそく、本日の議題に入りたいと思います。三沢基地に関わる諸報 

告について、事務局よりご説明願います。 

 基地渉外課長（二ッ森課長）： 

  それでは私から、平成２３年４月１日から現在までの三沢基地に関わる諸報告に 

ついてご説明申し上げます。お手元に「三沢基地に関する諸報告」という資料をお 

配りしておりますので、これに沿ってご説明いたします。資料の１頁をご覧頂きた 

いと存じます。はじめに、三沢基地における主な訓練の実施状況等についてであり 

ます。まず米軍によるデモフライト、航空機による急上昇、急旋回等を伴う曲技飛 

行訓練についてであります。この訓練につきましては、年度を通して実施されてお 

り、今年度はこれまで４１回実施され、市民の皆様からは計１５件の苦情が寄せら 

れているところであります。次に自衛隊によるナイトフライト、夜間飛行訓練につ 

いてであります。この訓練につきましても、年度を通して実施されており、今年度 

はこれまで８１回実施され、市民の皆様からは計２０件の苦情が寄せられていると 

ころであります。次に米軍によるナイトフライト、夜間飛行訓練についてでありま 

す。この訓練につきましても年度を通して実施されているところでありますが、米 

軍からの通告がないことと、自衛隊のナイトフライトやスクランブルとの識別がつ 

かないことから、実施回数や苦情件数等については確定することがきませんのでご 

了承いただきたいと思います。次に米軍による夜間離着陸訓練、いわゆるＮＬＰと 

呼ばれ、滑走路を空母の飛行甲板に見立ててタッチアンドゴーを繰り返す飛行訓練 

についてであります。この訓練につきましては、６月６日から６月９日までの４日 

間、硫黄島で行われる訓練の予備基地として、三沢基地が指定されたところであり 

ますが、予定どおり硫黄島で行われ、三沢基地では実施されなかったことから、当 

市には直接的な被害はなかったところであります。次に米軍による三沢対地射爆撃 

場時間繰下げ訓練、午後８時以降に天ヶ森の対地射爆撃場で行われる射爆撃訓練に 

ついてであります。この訓練につきましては、６月１３日から６月１６日までの４ 

日間、７月２５日から７月２９日までの５日間及び８月１日から８月４日までの４ 

日間、計３回、延べ１３日間実施予定の通告を受けたところでありますが、現地に 

て、監視行動を行った結果、訓練が実施された形跡は確認されなかったところであ 

ります。次に米軍による作戦即応態勢演習、基地が攻撃されるなど非常事態を想定 

した訓練についてであります。この訓練につきましては、６月１５日から６月２３ 

日までの９日間及び１１月２日から１１月１０日までの９日間、計２回で述べ１８ 

日間実施され、市民の皆様からは、計２７件の苦情が寄せられたところであります。 



次に自衛隊による総合演習、武力攻撃事態等を想定した実動訓練についてでありま 

す。この訓練につきましては、１１月１４日から１１月１８日までの５日間実施さ 

れたところでありますが、市民の皆様からの苦情につきましては特にありませんで 

した。次に米軍による作戦即応態勢検閲、作戦即応態勢演習と同様の基地が攻撃さ 

れるなど非常事態を想定した訓練等についてであります。この訓練につきましては、 

１２月３日から１２月１０日までの８日間実施され、市民の皆様からは、計８件の 

苦情が寄せられたところであります。次に米軍による使用済訓練弾の爆破処理、同 

じく米軍による爆破訓練、そして自衛隊による航空機救難消火訓練、同じく自衛隊 

による模擬対地射爆撃訓練であります。これらにつきましては不定期に実施されて 

おり、今年度におきましては計２０回実施されましたが、市民の皆様からの苦情に 

つきましては特にありませんでした。以上が平成２３年４月１日から現在までの、 

三沢基地における主な訓練等の実施状況等についてであります。２頁以降に市が取 

った対応について記載させて頂きましたが、米軍が行うデモフライトと夜間離着陸 

訓練については、絶対反対の立場で、その都度、米軍並びに防衛省に対し、中止要 

請をしているところであります。また、そのほかの各種訓練等につきましては、安 

全飛行の徹底は勿論のこと、市民生活へ最大限配慮するよう強く要請しているとこ 

ろであります。次に資料の４頁をご覧頂きたいと思います。米軍人等による不祥事 

についてご説明申し上げます。米軍人等による不祥事については、４月から今日現 

在まで、傷害罪等の事件が３件、交通事故・交通違反が３件の計６件発生しており 

ます。１件目は、４月３日、午前４時４０分頃、三沢市岡三沢４丁目の県道におい 

て、三沢基地所属米兵１９歳が普通乗用車を運転中、運転操作を誤り道路右側の家 

屋に衝突。同乗の同僚２０歳に肺挫傷等の傷害を負わせました。通報を受けた警察 

官が捜査した結果、酒気帯び運転が判明しました。続いて２件目は、４月１６日、 

午前１時１５分頃、三沢市中央町１丁目の飲食店敷地内において、三沢基地所属米 

兵１９歳が、同店経営男性を手拳で殴り、左口唇裂傷の傷害を負わせ、通報を受け 

た警察官により同日午前７時２１分に緊急逮捕となりました。続いて３件目、５頁 

ですが、４月１６日、午後８時２０分頃、三沢市南町二丁目の市道において、三沢 

基地所属米兵３０歳が普通乗用車を運転中、前方注視を怠って進行したため、信号 

待ちで停車中の普通乗用車に追突し、運転者に腰部打撲の軽傷を負わせました。通 

報を受けた警察官が捜査した結果、酒気帯び運転も判明しました。続いて４件目は、 

５月１日、午前５時３０分頃、三沢市岡三沢７丁目において、三沢基地所属米兵３ 

９歳が、正当な理由なく団体職員女性宅に侵入、家人に発見され逃走、同日午後０ 

時５５分に緊急逮捕となりました。続いて５件目、６頁ですが、５月２９日、午前 

３時４３分頃、おいらせ町内の町道において、三沢基地所属米兵３６歳が普通乗用 

車を運転中、おいらせ町青葉三丁目の信号機設置の交差点を直進する際、交差道路 

を右から進行してきた普通乗用車に衝突しました。米兵が酒気帯び運転であったこ 

とから、午前４時４１分に現行犯逮捕となりました。最後に６件目でありますが、 

６月２３日、午前３時４９分頃、三沢市栄町２丁目飲食店にて、三沢基地の軍属家 



族、米国籍２０歳が店内に備え付けられている消火器２本を店内において噴霧し、 

さらに店内に立てこもるなどして、同店の営業を困難にさせて営業を妨害、同日午 

前６時６分に、威力業務妨害罪で現行犯逮捕となりました。これらの事件・事故へ 

の市の対応についてでありますが、６月２３日の軍属の家族が起こした事件を除く 

５件について、三沢防衛事務所より、それぞれの情報を入手後、その都度、米軍三 

沢基地司令官及び東北防衛局長に対し、基地安全対策連絡調整会議議長名で、綱紀 

粛清と教育の再徹底を求める要請行動を行っております。また、４月、５月に連続 

した不祥事については、週末に集中し、アルコールが絡んだものが多く見られたた 

め、軍人の意識・モラルが低下しているといった趣旨の要請行動をしたところです。 

この事態を重く受け止めた米軍三沢基地のラスティーン司令官は、６月３日、市長 

の元を訪れ、度重なる事件・事故に対し、遺憾の意を表すとともに、教育の徹底と 

再発防止に努める意向を示したところであります。また、米軍報道部より「酒気帯 

び運転事故に対するラスティーン司令官のコメント」が発表され、この中では、「事 

件・事故がアメリカ社会の信用失墜だけでなく、長い時間をかけて構築してきた関 

係や震災ボランティアといった慈善活動にも影響を及ぼすことになる。よって良き 

隣人に常に目を向け、事件・事故を減らす取り組みを継続する。」といった決意表 

明もされたところであります。次に資料の７頁をご覧頂きたいと思います。三沢市 

と三沢市議会による三沢基地周辺対策に関する要望についてご説明申し上げます。 

 これまでも、国等に対し、市民生活に直結する問題は勿論のこと、市の重要施策に 

関することや市財政に係わること等、幅広く要望してきたところであります。平成 

２３年度においても、７月２７日から２８日まで２日間、更には１０月１３日から 

１４日までの２日間、計２回にわたり、市議会と共に次の９項目を要望したところ 

であります。まず１点目として、三沢飛行場第二滑走路の早期着工と航空機産業等 

の企業集積について、２点目として、国有提供施設等所在市町村助成交付金並びに 

施設等所在市町村調整交付金の改善について、３点目として、防衛施設周辺の生活 

環境の整備等に関する法律の運用改善について、４点目として、再編交付金の交付 

期間の延長について、５点目として、（仮称）水辺公園の整備について、６点目と 

して、（仮称）国際交流スポーツセンターの建設について、７点目として、航空機 

騒音の規制措置について、８点目として、基地周辺住民対策の充実について、最後 

に９点目として、地域振興に対する支援についての計９項目を要望したところであ 

ります。これらについての進捗状況についてでありますが、３点目の防衛施設周辺 

の生活環境の整備等に関する法律の運用改善についての中で、地域の実情にあった 

移転補償対象区域の見直しを図っていただきたいということで、四川目地区、五川 

目地区、浜三沢地区、岡三沢５・６丁目地区等々の移転を訴えて参ったところであ 

りますが、これまでの粘り強い活動の成果が実り、四川目地区、五川目地区の７戸 

について、今年度、国による移転措置が決定したところであります。また、同じく 

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の運用改善についての中で、交付金 

や補助金の補助対象の拡大を訴えて参ったところでありますが、こちらについても、 



今年度から特定防衛施設周辺調整交付金のソフト事業への充当が可能となり、当市 

においてはこの制度を活用して、来年度より中学生までを対象とした「子ども医療 

費無料化」を実施することとしております。以上が平成２３年４月１日から現在ま 

での三沢基地に関する諸報告でありますが、１０頁以降には参考資料として、ただ 

今の報告に関連する新聞記事のスクラップを添付させて頂きましたので参考とし 

て頂ければ幸いです。私からは以上でございます。 

種市会長： 

それでは、ただ今の説明に対し質疑応答を行いたいと思います。委員の皆様、何 

かございませんか。 

 河村委員： 

  三沢基地周辺対策に関する要望についての確認です。先ほどの説明では、９条交 

 付金でソフト事業への充当が可能になったとのことですが、要望内容をみますと、 

 ８条関係で補助対象の拡大を求めています。これは８条関係で要望してきたことが 

 ９条で認められたと理解していいんですか。 

基地渉外課（田辺補佐）： 

  これまで８条、９条ともに補助対象の拡大を訴えて参ったところでありますが、 

今年度４月、９条についてソフト事業への充当が認められることとなりました。し 

たがいまして、８条で要望していたものが９条で認められたということではありま 

せん。 

河村委員： 

 了解しました。 

会長： 

 ほかに何かございませんか。なければ閉めますが･･･。それではないようですの 

で、質疑応答を終えたいと思います。私からは以上です。委員の皆様ご協力ありが 

とうございます。 

基地渉外課（河村）： 

 以上で本日の予定は全て終了いたしました。これをもちまして三沢市基地対策審 

議会を閉会いたします。 


